
   

 

2024（令和 6）年 1 月 30 日 
各県中学校長会長 様 
各県修学旅行委員会委員長・部長 様 
各県中学校長 様 

公益財団法人  全国修学旅行研究協会 
関東地区公立中学校修学旅行委員会事務局 

 
「能登半島地震」による北陸新幹線を使用する修学旅行等の 
中止・延期・方面変更等に対する JR の対応について（通知） 

 
本年 1 月 1 日に発生した「能登半島地震」により、関修委・北陸コース（北陸新幹線）利用

予定学校が、旅行列車・旅行日程の実施不能及び生徒の安全・安心を懸念することにより修学

旅行の中止・延期・方面変更等を行わざるを得ない場合について、関修委では JR 各社に対し

て特別の措置をもって対応頂けるよう要請を行っております。 
今般、JR６社からの正式回答がありましたので、通知致します。 

なおその回答結果を受けて、2024（令和 6）年度に北陸コース（北陸新幹線）利用を予定する

学校が、修学旅行の中止・延期・方面変更等を行う場合については下記の通りとなりますので、

慎重且つ速やかな対応をお願い致します。 
 

記 
１．対応の対象となるコース 

2024（令和 6）年 1 月 30 日～6 月 30 日に出発予定の関修委・北陸コース（北陸 
新幹線）利用を予定している学校を対象とします。 

 
２．取消しを行う場合 

関修委・北陸コース（北陸新幹線）を取消す場合、乗車予定日から 1 箇月と 1 日前 
以前に取消しを行えば、JR 団体輸送に関わる取消料等は収受されません。 
（「JR 営業規則」による） 

 
３．日程を延期する場合 
   2024（令和 6）年度内に、同一（北陸）コースで、実施を延期する場合は、関修委の 

連合体割引を引き続き適用します。（特急料金半額） 
    但し、JR は可能な限り当初予定の北陸新幹線と同時間帯の列車で座席確保に努め 

ますが、列車運行及び予約状況等により、当初予定の列車と大きく異なる時間帯の 
列車に変更となる場合があります。 
 

４．行先方面を変更する場合 
修学旅行の行先を北陸から他方面に変更するために、北陸コース（北陸新幹線）の 
利用を取消したうえで他方面のコース（新幹線）の利用に変更する場合について 
も、関修委の連合体割引（特急料金半額）を引き続き適用します。 



   

 

※但し、その場合の出発日は、2024（令和 6）年 5 月 8 日出発から同年 6 月 30 日 
出発までの期間に限定となります。 
上記の期間以外に、北陸から他方面に行先を変更する場合は、関修委の連合体割引 
は適用されません。（独自実施校＝小口学生団体扱いとなります。） 

 
５．乗車区間を変更する場合 

修学旅行の行先を北陸から他方面に変更するために、北陸新幹線の乗車区間を長野駅 
など糸魚川以東までの区間に短縮する場合も上記４の場合と同じ対応となります。 

 
６．取消し、延期、方面変更等を行う手順 
 
（１）取扱い旅行会社等と、宿泊施設、JR 以外の輸送機関等の確保、取消料の発生有無など、 

必要事項について綿密な協議、検討及び確認を事前に行ってください。 
   
（２）上記(１)の結果、取消し、延期又は方面変更等を決定しましたら、取扱い旅行会社を通じ

て、JR に対して所定の手続きを速やかに行ってください。 
詳細については、取扱い旅行会社にご確認ください。 

 
（３）JR は、延期や方面変更について希望する列車での座席確保に最大限務める姿勢ですが、 

どうしても希望に添えず日程や列車の変更を余儀なくされる場合や、輸送計画発表時に 
予定されていた列車とは発着時刻や列車編成が大きく変わる場合もあり得ます。 
また、東海道・山陽新幹線については、団体乗車の設定除外日や人数制限もあります。 
従って、延期、方面変更後の使用列車については、JR の調整により最終決定されます。 
その結果については取扱いの旅行会社を通じてご確認ください。 

 
７． 小口学生団体について（独自実施校=小口学生団体） 

上記の１、２については関修委の修学旅行列車を使用しない学校にも適用されますが、 
通常の変更による取り扱いとなります。（連合体割引の適用はありません） 

 
８． 特  記  事  項 
 
（１） この対応はあくまで JR の団体輸送に関するものです。 

その他の運輸機関、宿泊施設、食事施設等については対応方が異なります。 
また、旅行の取消しや変更に関わる取消し料等については、旅行会社との契約内容に 
より扱いが大きく異なります。必ず事前に確認と協議を行ってください。 

 
（２） 延期や日程変更を検討する時点で、宿泊施設、運輸機関の確保等については取扱い旅行 

会社と慎重に協議、検討を行う必要があります。特に、関西方面では宿泊施設の状況 
がたいへん逼迫しており、2024 年の春季～秋季にかけては新たな確保が困難な状況 
も想定されます。重々ご留意ください。 



   

 

（３） 現時点では北陸新幹線は通常運行を行っています。また、能登半島地域を除く石川県、 
富山県、福井県のエリアでは修学旅行の受入れに支障の無い地域も多くあります。 
予定訪問地の現状について情報収集を行ったうえで、「被災地支援」の観点も含め、 
北陸方面への修学旅行の実施の可否については、慎重にご検討ください。 

 
以上 

 
 

＜添付書類＞ 
 
 
    別添写① 関修委からの対 JR３社 要請文 2024 年 1 月 18 日付 提出文書 
 
 
    別添写② JR６社からの回答文書      2024 年 1 月 29 日付 発信文書 



2024（令和 6）年 1 月 18 日 
東日本旅客鉄道株式会社 様 
東海旅客鉄道株式会社 様 
西日本旅客鉄道株式会社 様 

公益財団法人 全国修学旅行研究協会 
関東地区公立中学校修学旅行委員会 
東海三県中学校修学旅行委員会 
近畿中学校長会修学旅行専門委員会 

                        （公  印  省  略） 
 

「能登半島地震」による修学旅行等の中止・延期・方面変更等の対応について（要請） 
 
平素は、修学旅行の児童生徒の安全で快適な輸送には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。また、連合体輸送については日頃のご支援ご協力に深く感謝申し上げます。 
さて本年 1 月 1 日に発生した「能登半島地震」により、生徒の安全・安心を懸念することに

よる修学旅行等の中止・延期・方面変更の是非をめぐり、学校現場はもちろん、教育委員会を

はじめとする教育行政機関におかれては、対応方の判断にたいへん苦慮しております。 
このような状況において、JR 各社におかれましては修学旅行をはじめとした学生団体の今

後の取り扱いについて、特別の措置をを早急に検討頂けますよう、お願い申し上げます。 
なお、その特別措置の検討にあたり、特に要請する主な項目は下記の通りです。 
 「能登半島地震」は激甚災害に指定されました。 
全国の児童生徒の安心・安全の確保ならびに修学旅行等の教育的意義を勘案のうえ、 
特段の配慮をお願い申し上げます。 
 
 

記 
 
１ 「能登半島地震」発生による安全確保の困難を理由に、修学旅行等の校外学習行事を 

中止・延期（日程変更）する場合には、JR の学生団体輸送に関する取消料収受の免除 
を要請する。 

 
２ 「能登半島地震」発生による安全確保の困難を理由に、当初より連合体を利用する予定 

の学校が旅行日程を延期する場合には、延期後の日程についても引き続き連合体割引を 
適用いただけるよう要請する。 

 
３ 「能登半島地震」発生による安全確保の困難を理由に、当初より連合体を利用する予定 

の学校が、行先を北陸から他方面に変更するために他方面へ向かう列車の利用に変更する 
場合には、変更後についても引き続き連合体割引を適用いただけるよう要請する。 



４ 上記２の場合には、当初予定の運行列車に極力近い発着時刻の列車に、極力、優先的に 
座席を確保いただけることを要請する。 
 

５ 上記１及び４については、連合体の列車を利用しない小口学生団体についても適用いただ

けることを要請する。 
 
 
 

以上 



 

２ ０ ２ ４ 年 １ 月 ２ ９ 日 

 

関係委託販売会社 御中 

北海道旅客鉄道株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

東海旅客鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

四国旅客鉄道株式会社 

九州旅客鉄道株式会社 

 

 

能登半島地震の発生に伴う学生団体の取消・日程変更について 

 

 

2024 年１月１日に発生した能登半島地震発生に伴う、学生団体の取消・日程変更等の取扱いは、以下

のとおりとします。関係する支店・営業所等への周知をお願いします。 

 

１ 対象となる学生団体 

2024 年１月１日以前に申込済みの１月 30 日～6 月 30 日に出発となる団体のうち、以下に該当するもの

とします。 

【今回対象となる学生団体】 

   ・地震発生前に申し込んだ、当該期間出発分の団体 

・地震による被災のため催行が困難な団体 

・地震の影響により輸送上支障がある団体 

・目的地(経由地)が地震による被災を受けていることを理由に催行が困難な団体 

 

２ 旅行中止の場合 

対象団体が当該地震を理由に旅行を中止する場合は規則に基づき取扱いをさせていただきます。 

 

３ 日程・方面を変更する場合 

(1)連合体 

連合体対象団体の場合、次の条件により、変更後の日程についても、引き続き連合体割引を適用しま

す。 

【連合体割引適用条件】 

・既に連合体として引き受けている 

・２０２４年度内に既存の同一連合体内の指定列車を利用する場合 

・かがやき・はくたか号を利用の連合体が５月８日～６月３０日（出発日基準）の期間に 

他方面の連合体を利用する場合 

※ＪＲ側で新たに連合体の指定列車とする場合や接続等の関係から他の列車の利用を希望し、 

ＪＲ側が輸送調整を行った場合も対象とします。 

※日程や利用列車に関しては、ＪＲ6社で審議のうえ回答させていただきます。 

 

(2)小口学生 

小口学生団体については、通常の変更により取り扱います。（割引率は規則所定） 

 

 



４ 座席確保 

関係委託販売会社においては、学校と調整をし、学校が旅行中止や日程変更等を希望している場合は、

速やかに引受箇所へご連絡をお願いします。 

  

  ＜変更の際の注意事項＞ 

※連合体の場合、学校へ利用列車を回答する際は、必ずＪＲの承認後に行ってください。 

 

 

以上 

 


